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ＣＰＤ＝１２単位平成２２年度（第１回目）一級・二級・木造建築士定期講習

平成２０年１１月２８日施行の新建築士法の規定により、建築士事務所に所属する建築士は、３年毎

に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う「建築士定期講習」の受講が必要です。

平成２２年度は４回開催します。

１回目５月２７日(春日野荘)・２回目８月２５日(地場産業センター)・３回目１１月予定・ 回目２月予定4

（予定）１ 受講申込関係書類の配布
(1) 期 間 (ただし、土曜日､日曜日は除く)平成２２年２月２２日（月）～３月１２日（金）

午前９時３０分～午後４時３０分

(2) 場 所 （社）奈良県建築士会 奈良市大宮町2丁目5番7号 奈良県建築士会館２Ｆ

受講申込書の受付２

(1) 期 間 （ただし、土曜日､日曜日は除く)平成２２年３月１日（月）～３月１２日（金）

午前９時３０分～午後４時３０分

(2) 場 所 （社）奈良県建築士会 奈良市大宮町2丁目5番7号 奈良県建築士会館

(3) 遠方の方には、申込書類の郵送・受付も行いますが、下記の日程のみに限ります。

郵送希望者は事務局に連絡ください。

送付期間 ２２日（月）～３月５日（金）申込書 ２（事務局から送付） 月

のある場合は今回受けられない場合もあります。郵送受付期間 ３月８日(月)までの消印を受付 ただし 不備、

３ １５,７５０円（消費税750円、テキスト代含む）受講手数料

講習日及び講習会場・定員４

講 習 会 場 定 員講 習 日

先着順平成２２年５月２７日（木） 春 日 野 荘 １６０名

奈良市法蓮町７５７－２ ０７４２－２２－６０２１

講習の構成５

(1) 講習は、テキストを使用した１日の講義（５時間）と修了考査（１時間）の構成により実施します。

(2) 講義の一部でも欠席した場合は、修了考査を受けることができません。

６ 受講月の翌月末を予定修了者の発表

。受講申込みに必要な書類を持参（下記Ｂを準備）していただくと配布と同時に申込も行うことができます

ただし、受講手数料（１５,７５０円）を所定の振替払込用紙で払込んで領収書を貼付する必要があります。

払込用紙は事務局へお越しください （払込先の郵便局までは徒歩３分）。

配布と受付同時の方の持参するものＡ こちらでお渡しするもの Ｂ

（縦４５㎜・横３５㎜ ）１ 受講申込書（所定の用紙） １ 写真３枚 ）

（Ｂ５サイズ縮小）２ 振替払込書（所定の用紙）郵便局用 ２ 建築免許証の写し

例） 一級・二級建築士免許を有している方はそれぞれの写しを申込時に提出されると、一・二級両方の建（

築士定期講習を申込まれたことになります。受講された結果一級建築士定期講習が修了と判定された方には、一

・二級建築士定期講習の修了証を交付します。また一級建築士定期講習を未修了と判定され、二級建築士定期

講習は修了と判定された方には、二級建築士定期講習修了証を交付致します。

(注) 受講料を振込みしたにもかかわらず受講申込者数が定員に達した為に受講申込が出来なかった場合に

は、次回の講習を優先的に受講申込出来ます。その場合 「振替払込書」は次回の申込にそのまま使用で、

お問合わせ ０７４２－３０－３１１１ 建築士会事務局きます。




